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特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能

等の一部を改正する告示（平成25年厚生労働省告示第326号）が、平成25

年10月１日に公布され、同日から適用されることとなった。その趣旨、内

容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図ると

ともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

本改正は、「平成25年度第１回管理濃度等検討会」において検討され

た結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成25

年政令第234号。以下「改正政令」という。）により特定化学物質に追

加された１，２－ジクロロプロパンの試料採取方法、分析方法及び管理

濃度を定めるとともに、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの試料採取方法

を改める等の改正を行ったものである。 

 

第２ 改正の要点 

１ 作業環境測定基準（昭和51年労働省告示第46号。以下「測定基準」

という。）の一部改正について 

（１） 試料採取方法及び分析方法について（測定基準別表関係） 

作業環境測定における１，２－ジクロロプロパンの試料採取方法



を固体捕集方法又は直接捕集方法と、分析方法をガスクロマトグラ

フ分析方法と定めたこと。 

また、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの試料採取方法を直接捕集

方法から固体捕集方法に改めたこと。 

 （２）特定有機溶剤混合物（エチルベンゼン、１，２－ジクロロプロパ

ン及び有機溶剤を重量比５％を超えて含有するものに限る。以下同

じ。）中のエチルベンゼン及び１，２－ジクロロプロパンの測定の

特例について（測定基準第13条第３項関係） 

特定化学物質障害予防規則（昭和47年労働省令第39号。以下「特

化則」という。）第36条の５において準用する有機溶剤中毒予防規

則（昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。）第28条第

２項の規定に基づく作業環境測定におけるエチルベンゼン及び１，

２－ジクロロプロパンの濃度の測定について、測定基準第13条第２

項各号に掲げる有機溶剤を主成分とする混合物として製造され、又

は取り扱われる場合に限り、所轄労働基準監督署長の許可を受けた

ときは、検知管方式等によることを認めたこと。なお、この場合で

あっても、１以上の測定点において（１）の方法による測定を同時

に行う必要があること。 

２ 作業環境評価基準（昭和63年労働省告示第79号。以下「評価基準」

という。）の一部改正について 

 （１）管理濃度の設定について（評価基準別表関係） 

１，２－ジクロロプロパンの管理濃度を10ppmと定めたこと。 

 （２）特定有機溶剤混合物に係る評価方法について（評価基準第２条第

４項関係） 

特化則第36条の５において準用する有機則第28条の２第１項の規

定に基づく特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定結果の評価方法

については、混合有機溶剤に係る評価方法と同様としたこと。 

３ 特化則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能（昭和50年労働省

告示第75号）及び特化則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件（平

成15年厚生労働省告示第378号）の一部改正について 

改正政令により１，２－ジクロロプロパンが追加されたことによる

号数の整備を行ったこと。 

 

第３ 細部事項 

 測定基準関係 

（１）特定有機溶剤混合物に係る測定の特例について（測定基準第13条



第３項関係） 

  改正政令により、特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定は平成

26年10月１日から実施が義務付けられるが、本告示による改正後の

測定基準第13条第３項の「測定結果の評価」には、平成25年10月１

日から平成26年９月30日までの間に、本告示による改正後の測定基

準及び評価基準に定める方法により行った特定有機溶剤混合物に

係る作業環境測定の結果の評価が含まれること。 

したがって、本告示による改正後の同項の所轄労働基準監督署長

の許可の申請は平成27年10月１日以降に可能となるものであること。 

また、本告示による改正後の測定基準第13条第３項は、平成26年 

10月１日から適用されること。 

 （２）Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの試料採取方法は、従来直接捕集

方法が採用されてきたところであるが、当該物質が捕集瓶のガラス

管壁へ吸着されてしまう、短期間しか保存できないなど保存性に乏

しいという問題が測定機関等により指摘されていたこと等から、専

門家により改善策を検証したところ、適正な測定を実施するために

は長期間の保存に適する固体捕集方法による必要があるという結

論に至ったことから、直接捕集方法を廃し、固体捕集方法へ変更し

たものであること。 

 

第４ 関係通達の一部改正 

 １ 平成２年７月17日付け基発第461号通達の一部改正 

   平成２年７月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可につい

て」の一部を次のように改正する。 

   本文を次のように改める。 

   １（５）中「（エチルベンゼンを含む。以下同じ。）」を「（エチ

ルベンゼン及び１，２－ジクロロプロパンを含む。以下同じ。）」に

改める。 

   ４中「（エチルベンゼンを含有するものに限る。）」を「（エチル

ベンゼン及び１，２－ジクロロプロパンを含有するものに限る。）」

に改める。 

別表を別添のとおり改める。 

 ２ 平成17年３月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作

業環境管理に関するガイドラインについて」の一部を次のように改正

する。 

別表第１中「111 １，２－ジクロロプロパン」の項を「30 １，



２－ジクロロプロパン」の項とし、「30 １，１－ジメチルヒドラジ

ン」の項から「110 ２，４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン」の項

までを１項ずつ繰り下げる。 

別表第２中「15 １，２－ジクロロプロパン」の項中「固体捕集方

法」を「固体捕集方法又は直接捕集方法」に、「17 Ｎ，Ｎ－ジメチ

ルホルムアミド」の項中「直接捕集方法」を「固体捕集方法」に改め

る。 



別　添
別　表

有　機　溶　剤 ｔ 値

メチルシクロヘキサノール

イソペンチルアルコール

エチレングリコールモノ－ノルマル－ブチルエーテル

シクロヘキサノール

オルト－ジクロルベンゼン

メチルシクロヘキサノン

酢酸ノルマル－ブチル

酢酸ノルマル－プロピル

酢酸イソブチル

酢酸ノルマル－ペンチル

酢酸イソペンチル

二－ブタノール

クレゾール

イソプロピルアルコール

イソブチルアルコール

シクロヘキサノン

一－ブタノール

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート

スチレン

テトラクロルエチレン

キシレン

酢酸エチル

エチルベンゼン

アセトン

メチルエチルケトン

Ｎ・Ｎ－ジメチルホルムアミド

酢酸イソプロピル

メタノール

一・一・一－トリクロルエタン

エチレングリコールモノエチルエーテル

メチルイソブチルケトン

クロルベンゼン

酢酸メチル

エチルエーテル

トルエン

一・二－ジクロルエチレン

メチル－ノルマル－ブチルケトン

テトラヒドロフラン

一・四－ジオキサン

ノルマルヘキサン

一・一・二・二－テトラクロルエタン

一・二－ジクロロプロパン

トリクロルエチレン

一・二－ジクロルエタン

ジクロルメタン

四塩化炭素

クロロホルム 300
エチレングリコールモノメチルエーテル 1000
二硫化炭素 3000
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